
⑩一時金支払い

〔参考〕一時金支給手続の流れ（イメージ）
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※ 上記の流れは、現在居住している都道府県内で手術を受けていた場合。現在居住している都道府県以外で手術を受けていた場合は、請求は、現在居住
している都道府県に対して行い、調査等については、国（こども家庭庁）からの通知を受けて、手術を受けていた都道府県が実施。
※ 請求者が、記録等により一時金の支給対象者に該当することを確認できる場合には、⑤～⑦は省略。
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